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○ 資源管理基本方針の一部を改正する告示（案）への提出意見及び意見考慮結果・理由等  

 

 

番

号 

御意見の概要 

 

検討結果 

１ 

（１）資源管理基本方針（令和

２年農林水産省告示第 1982

号）の「別紙２-12 するめい

か」第５の３（１）の「③ 漁

獲可能期間」について、「周年」

ではなく「通年」ではないか。 

 

（２）意見公募要領の「４ 意

見・情報の提出上の注意」の中

で用いられている「氏名（法人

又は団体の場合は名称）」は、

「氏名（法人又は団体の名

称）」ではないか。 

（１）資源管理基本方針において、漁獲可能期間を１月１日～12 月 31 日の１年間と定める場

合、漁獲可能期間を「周年」と規定しておりますが、御意見をいただいた点については、今後、

資源管理基本方針を改正等する際の参考とさせていただきます。 

 

 

 

（２）御意見をいただいた点については、今後、意見・情報の募集に当たって意見公募要領を定

める際の参考とさせていただきます。 

 


